
 

 

 

 

 高齢者が安全で安心して暮らせる住まいづくりを図ることを目的として、住宅のリフォーム・バ

リアフリー改修費用に対して補助します。 

 

●●補補助助金金交交付付要要綱綱（（以以下下抜抜粋粋））にに該該当当すするるリリフフォォーームムをを行行うう場場合合  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        

高齢者世帯住宅リフォーム支援事業 

 
【対象の住宅】 
交付申請時に 

①申請者が５年以上居住し、 

②所有者が本人又は１親等以内の親族である 

③建築年数１５年以上の住宅かつ、次のいずれ

かに該当するもの 

ア 満７５歳以上の方が居住している 

イ 満 70 歳以上の方が居住する、均等割のみ

課税対象となっている世帯 

ウ 満６５歳以上の方が居住する非課税世帯 

 

【条件】 

・町内業者により施工すること 

・東川町景観基準に合致していること 

 

【対象工事】 

・外観工事 

（例）外壁・屋根の塗装 等 

・構造補強工事 

（例）基礎・土台・柱・梁等の修繕や補強工

事 等 

・居住性の向上工事 

※バリアフリー化とされない工事 

 

【補助金額】 

工事費の 1/2以内で上限 25 万円 

高齢者住宅バリアフリー改修事業 

 

【対象の住宅】 
交付申請時に 

満６５歳以上の方が居住する住宅 
 

 

 

 

 

【条件】 

・町内業者により施工すること 

 

 

【対象工事】 

・バリアフリー化を図る工事 

（例）お風呂のユニットバス化、建具等の

段差解消、手摺の取付 等 

 

詳細は別紙東川町バリアフリー工事対象

基準をご確認ください 

 

 

【補助金額】 

工事費の 1/2以内で上限 25 万円

 

 

 

 

 

高高齢齢者者のの暮暮ららししをを応応援援ししまますす  

令和６年度東川町高齢者世帯住宅リフォーム支援事業 

令和６年度東川町高齢者住宅バリアフリー改修支援事業 

介護保険による改修費助成金等、他補助金・助成金を受けている工事箇所 及び 

 平成 30年３月 31日以前に高齢者世帯住宅リフォーム支援事業で補助を受けた住宅・過去に同事業

で補助を受けた住宅は対象外となります。詳しくは要綱をご確認ください。 

令和６年度は９月末まで随時募集します。 

予算の執行状況により締め切りが早まる場合がありますのでご注意ください。 

この補助制度は、令和６年度限り 


